
目

次

告

示

○
津
波
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
河
川
砂
防
課
）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

告

示

青
森
県
告
示
第
百
三
十
四
号

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
波
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
の
区
域

青
森
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

（
図
面
省
略
）

二

基
準
水
位

一
の
図
面
に
示
す
水
位

青
森
県
告
示
第
百
三
十
五
号

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
波
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
三
八
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
の
区
域

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 号外第11号令和５年３月10日 金曜日

青
森
県
報

号
外
第
十
一
号

令
和
五
年

三
月
十
日

（
金
曜
日
）



八
戸
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

（
図
面
省
略
）

二

基
準
水
位

一
の
図
面
に
示
す
水
位

青
森
県
告
示
第
百
三
十
六
号

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
波
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
西
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
の
区
域

五
所
川
原
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

（
図
面
省
略
）

二

基
準
水
位

一
の
図
面
に
示
す
水
位

青
森
県
告
示
第
百
三
十
七
号

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
波
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
上
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
の
区
域

三
沢
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

（
図
面
省
略
）

二

基
準
水
位

一
の
図
面
に
示
す
水
位

青
森
県
告
示
第
百
三
十
八
号

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
波
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
下
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
の
区
域

む
つ
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

（
図
面
省
略
）

二

基
準
水
位

一
の
図
面
に
示
す
水
位

青
森
県
告
示
第
百
三
十
九
号

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
波
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
西
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
の
区
域
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つ
が
る
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

（
図
面
省
略
）

二

基
準
水
位

一
の
図
面
に
示
す
水
位

青
森
県
告
示
第
百
四
十
号

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
波
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
の
区
域

平
内
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

（
図
面
省
略
）

二

基
準
水
位

一
の
図
面
に
示
す
水
位

青
森
県
告
示
第
百
四
十
一
号

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
波
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
の
区
域

今
別
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

（
図
面
省
略
）

二

基
準
水
位

一
の
図
面
に
示
す
水
位

青
森
県
告
示
第
百
四
十
二
号

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
波
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
の
区
域

蓬
田
村
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

（
図
面
省
略
）

二

基
準
水
位

一
の
図
面
に
示
す
水
位

青
森
県
告
示
第
百
四
十
三
号

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
波
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
の
区
域
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外
ヶ
浜
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

（
図
面
省
略
）

二

基
準
水
位

一
の
図
面
に
示
す
水
位

青
森
県
告
示
第
百
四
十
四
号

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
波
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
西
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
の
区
域

鰺
ケ
沢
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

（
図
面
省
略
）

二

基
準
水
位

一
の
図
面
に
示
す
水
位

青
森
県
告
示
第
百
四
十
五
号

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
波
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
西
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
の
区
域

深
浦
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

（
図
面
省
略
）

二

基
準
水
位

一
の
図
面
に
示
す
水
位

青
森
県
告
示
第
百
四
十
六
号

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
波
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
西
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
の
区
域

中
泊
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

（
図
面
省
略
）

二

基
準
水
位

一
の
図
面
に
示
す
水
位

青
森
県
告
示
第
百
四
十
七
号

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
波
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
上
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
の
区
域

（ ）4青 森 県 報 号外第11号令和５年３月10日 金曜日



野
辺
地
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

（
図
面
省
略
）

二

基
準
水
位

一
の
図
面
に
示
す
水
位

青
森
県
告
示
第
百
四
十
八
号

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
波
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
上
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
の
区
域

横
浜
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

（
図
面
省
略
）

二

基
準
水
位

一
の
図
面
に
示
す
水
位

青
森
県
告
示
第
百
四
十
九
号

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
波
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
上
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
の
区
域

六
ケ
所
村
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

（
図
面
省
略
）

二

基
準
水
位

一
の
図
面
に
示
す
水
位

青
森
県
告
示
第
百
五
十
号

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
波
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
上
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
の
区
域

お
い
ら
せ
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

（
図
面
省
略
）

二

基
準
水
位

一
の
図
面
に
示
す
水
位

青
森
県
告
示
第
百
五
十
一
号

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
波
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
下
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
の
区
域

（ ）5 青 森 県 報 号外第11号令和５年３月10日 金曜日



大
間
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

（
図
面
省
略
）

二

基
準
水
位

一
の
図
面
に
示
す
水
位

青
森
県
告
示
第
百
五
十
二
号

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
波
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
下
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
の
区
域

東
通
村
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

（
図
面
省
略
）

二

基
準
水
位

一
の
図
面
に
示
す
水
位

青
森
県
告
示
第
百
五
十
三
号

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
波
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
下
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
の
区
域

風
間
浦
村
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

（
図
面
省
略
）

二

基
準
水
位

一
の
図
面
に
示
す
水
位

青
森
県
告
示
第
百
五
十
四
号

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
波
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
下
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
の
区
域

佐
井
村
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

（
図
面
省
略
）

二

基
準
水
位

一
の
図
面
に
示
す
水
位

青
森
県
告
示
第
百
五
十
五
号

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
波
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
三
八
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
の
区
域

（ ）6青 森 県 報 号外第11号令和５年３月10日 金曜日



五
戸
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

（
図
面
省
略
）

二

基
準
水
位

一
の
図
面
に
示
す
水
位

青
森
県
告
示
第
百
五
十
六
号

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
波
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
三
八
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
の
区
域

階
上
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

（
図
面
省
略
）

二

基
準
水
位

一
の
図
面
に
示
す
水
位

（ ）7 青 森 県 報 号外第11号令和５年３月10日 金曜日
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